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8001 国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い 

 

国際調査機関により作成された国際調査見解書に対して、出願人は、国際予

備審査を請求して答弁書又は補正書を提出する代わりに、国際事務局にコメン

ト(条約等に規定されていないため「非公式コメント」と呼ばれる。)を提出する

ことにより反論することができる。提出された非公式コメントは各指定官庁に

送付され、各指定官庁は非公式コメントを国内の実体審査の際に参酌すること

ができる。指定官庁が非公式コメントを実体審査において参酌するか否かは、

各指定官庁の判断に委ねられている。 

日本国特許庁(指定官庁)においては、以下のように取り扱う。 

 

1. 非公式コメントが日本語で作成されている場合 

 

 審査の参考資料として参酌する。 

 

2. 非公式コメントが外国語で作成されている場合 

 

 日本国特許庁に対してその翻訳文が上申書で提出されている場合には、翻訳

文を審査の参考資料として参酌する。翻訳文とコメントの原文との内容の一致

性については判断せず、翻訳文の方を参酌する。 

(2015.10) 
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8002 引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い 

 

1. 優先基礎出願に基づく引用補充 

 

引用補充とは、優先権主張を伴う国際出願において、優先権主張の基礎とな

る先の出願(以下「優先基礎出願」という。)の明細書等を引用することにより、

国際出願日を繰り下げることなく維持しながら補充をする手続である。 

引用補充は、優先権主張を伴う国際出願に明細書等の欠落があり、当該欠落

が優先基礎出願の明細書等に完全に記載されている場合に利用される。 

 

2. 引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い 

 

2.1 平成 24 年 9 月 30 日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の

場合 

 

 指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 9 月 30 日以前に

出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めていな

い。 

 このため、引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願について、指定

官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、補充がされた日を国際出願日とす

る旨の「通知書」を送付する。出願人は、この「通知書」に対して、以下の(i)

又は(ii)のいずれかを選択する。 

(i) 引用補充を無視して欠落のある明細書等で手続を進める旨の「請求書」

を提出することを選択する。この場合は、国際出願日は繰り下がらないが、

補充がされた部分は無視される。 

(ii) 「請求書」を提出せず、補充がされた明細書等で手続を進めることを選

択する。この場合は、国際出願日は補充がされた日に繰り下がる(その結

果、国際出願日が優先日から 12 月経過後となる場合は、優先権は無効と

なる。)。 

審査官は、出願人の選択結果に基づいて実体審査を行う(詳細は(1)及び(2)を参

照)。選択結果は、「請求書」の提出の有無で判断する。 

なお、「通知書」は仮包袋に含まれるが、「請求書」は含まれない。「請求書」

は特実審査業務システムの「書類目録参照」ボタンを押すと現れる「書類目録

選択画面」において、「庁内書類（その他の庁内書類）」を選択することで参照

できる。 

 



第 VIII部 国際特許出願 

- 3 - 

(1) 審査の際の注意点 

a 「請求書」が提出されている場合 

審査官は、国際出願日における明細書等(明細書、請求の範囲又は図面)に

は引用補充部分(無視されるべき部分)が含まれないものとして、実体審査を

行う。 

そのため、引用補充部分にのみ記載されている事項が翻訳文に含まれてい

る場合には、原文新規事項(特許法第 184 条の 18 において読み替えて適用

する特許法第 49 条第 6 号)に当たる。そこで、審査基準「第 VII 部第 2 章 

外国語書面出願の審査」の 2.2 に準じて、国際出願日における明細書等(引

用補充部分以外の部分)と翻訳文との一致性に疑義が生じた場合1には、原文

新規事項の有無を確認する(詳細は(2)を参照)。 

b 「請求書」が提出されていない場合 

審査官は、国際出願日における明細書等に引用補充部分が含まれるものと

して、実体審査を行う。 

補充がされた日に国際出願日が繰り下がった結果、国際出願日が優先日か

ら 12 月経過後となれば、優先権の主張はその効力を失うので、新規性、進

歩性等の判断の基準日に留意する。 

 

(2) 引用補充部分に記載されている事項の確認方法 

 引用補充部分が含まれるページ(国際公開公報のページ)又は図の番号は、国

際段階で受理官庁により出願人に通知された「要素及び部分を引用により含

めることの確認が認められた旨の決定の通知(RO/114)」の所定欄に記載され

ている(別紙 1)。また、引用補充部分が含まれるページには、国際公開公報の

ページ下部に「INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)」2と記載さ

れている。 

 したがって、国際公開公報の該当ページを参照することで、引用補充部分

に記載されている事項を確認できる。 

 RO/114 は仮包袋に含まれていないので、特実審査業務システムの「出願マ

スタ照会」ボタンを押すと現れる「出願マスタ項目照会画面」の「雑通知」

又はWIPOのホームページの「PATENTSCOPE」(別紙 2)により参照する。 

 

 なお、該当ページ全体ではなくページ中の一部のみについて引用補充がさ

 
1 例えば、引用補充を無視するよう「請求書」を提出しているにもかかわらず、出願人が「請求書」の主旨

に対応する補正をしていない場合などには、国際出願日における明細書等と翻訳文との一致性に疑義が生

じた場合に当たると考えられる。 
2 INCORPORATED BY REFERENCEは引用補充を意味する。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/07_0200bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/07_0200bm.pdf#page=3
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れている場合がある。引用補充部分がページ全体なのかページ中の一部なの

かは、「PATENTSCOPE」を用いて、出願人が受理官庁に提出した引用補充

を求める書簡(別紙 2 の 3.(iii))を参照することで確認できる。しかし、多くの

場合はページ全体について引用補充がされるから、ページ中の一部のみにつ

いて引用補充がされた可能性が高い場合3を除いて、ページ全体について引用

補充がされたものと仮定して審査を進めることができる。 

 

2.2 平成 24 年 10 月 1 日以降に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の

場合 

 

指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 10 月 1 日以降に

出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めている。

引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願は、受理官庁が認定した国際

出願日及び明細書等の内容で、国内移行される。 

審査官は、受理官庁が認定した国際出願日及び明細書等の内容に基づいて実

体審査4を行う。 

 

  

 
3 例えば、出願人がページ中の一部のみについて引用補充をした旨を、意見書、上申書等で主張している場

合など。 
4 補充がされた要素又は部分が優先基礎出願に完全に記載されていないことを発見した場合には、審査基準

室まで連絡する。 
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別紙 1 

RO/114の例(2009年 6月以前に通知されたもの) 

 

最初に願書等が提出された日 
(この例では 2007 年 5 月 24 日) 

a, b の選択肢は気にし
なくて良い 
(優先権書類の提出 
 方法が異なるだけ) 

引用補充がされたページ 
(この例では 3～21 ページ) 
図の番号が記載されること
もある 

引用補充がされた日 
(この例では 
 2007 年 6 月 25 日) 

日本(指定官庁又は選択官庁)において認定される国際出願日及び出願当初明細書等の範囲 
※平成 24 年 9 月 30 日以前に出願された国際出願に基づく国際特許出願の場合 
・「請求書」が提出されなければ 2007 年 6 月 25 日 
 3～21 ページの引用補充部分も出願当初明細書等に含まれる。 
・「請求書」が提出されれば 2007 年 5 月 24 日 
 3～21 ページの引用補充部分は出願当初明細書等には含まれない。 

2009 年 7 月以降は次ページのとおり様式が一部変更されている。 
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RO/114の例(2009年 7月以降の新様式) 

 

  

最初に願書等が提出された日 

引用補充がされたページ 
(図の番号が記載されることもある) 

引用補充がされた日 

a, b の選択肢は気にしなくて良い 
(優先権書類の提出方法が異なるだけ) 

実質的な記載内容は、旧様式と変わらない。 
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別紙 2 

PATENTSCOPEを用いて引用補充がされた部分を確認する方法 

 

1. 国際出願番号の入力 

 次のURLにアクセスする。 

http://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf 

以下の画面が表示されるので国際出願番号を入力し、「検索」ボタンを押す。 

 

 

2. 書類タブの選択 

 対象案件の画面が開かれ、最初は「PCT 書誌情報」タブが選択されている。

「書類」タブを選択する。 

 

 

3. 対象書類の選択 

 PATENTSCOPEに格納されている書類一覧が表示される。 

http://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf
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 このうち、引用補充に関連する以下の書類を選択(表示又はダウンロード)して、

内容を確認する。 

(i) 要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通

知(RO/114) 

(ii) 国際公開公報(A1又は A2) 

(iii) 要素又は部分を引用により含めることを確認する書面 

 

 (i)又は(ii)を参照することで、引用補充部分が含まれるページ(又は図)の番号

を特定できる。 

 (iii)ではページ中の部分が特定されている場合がある(ページ中の一部のみ引

用補充がされた場合)。 

(2021.5) 

  

…
 

…
 

(ii)国際公開公報 

(i)受理官庁が出
願人に送付した
引用補充を認め
る通知 

(iii)出願人が受理
官庁に提出した
引用補充を求め
る書簡 
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8003 国際段階での補正により請求項に(削除) 

と記載されている場合の取扱い 

 

 19 条補正又は 34 条補正により、特許請求の範囲の記載が特許法施行規則第

24 条の 3 第 2 号に適合しないもの(例えば、「【請求項 2】(削除)」というように、

見出しが残されたままで請求項が削除されているような特許請求の範囲の記載)

となった場合であっても、第 36条第 6項第 4号違反とならない。 

 

(説明) 

 PCT 第 27 条(1)には、指定官庁及び選択官庁の国内法令は、国際出願の形式又は内容

について PCT 及び PCT に基づく規則に定める要件と異なる、又は追加する要件を満た

すことを要求してはならない旨が規定されている。そして、PCT に基づく規則 6.1(c)に

は、「請求の範囲について補正をする場合における番号の付け方は、実施細則で定める」

と規定されており、これに対応する実施細則 205 号(a)には、一の請求の範囲を削除する

場合には、その他の請求の範囲の番号の付け直しは要求されない旨が規定されている。よ

って、上記のとおり取り扱う。 

(2015.10) 
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8004 「条約３４条補正（職権）」について 

 

 日本語特許出願の出願人が、国際段階で条約第 34 条に規定する補正を行い、

国内処理基準時の属する日までにその写しを特許庁長官に提出した場合、又は、

国際事務局から日本国特許庁にその写しが送達された場合、日本国特許庁では

当該書類をもとに、「条約３４条補正（職権）」を記録する。 

国際段階での明細書の補正はページ単位で行われ、この補正を日本国内段階

の手続補正書の様式に合わせる形で「条約３４条補正（職権）」のデータが作成

されるため、作成されたデータの見方に注意する。 

 

(1) 審査の際の注意点 

・出願人の提出する通常の手続補正書と異なり、本書類では【補正対象項目名】

は、段落番号ではなく、差替えページ番号を示していることに注意する。 

・差替えページに記載された段落番号は「【 】」（すみ付き括弧）ではなく「［ ］」

（大括弧・ブラケット）で示されることに注意する。 

 

＜条約３４条補正（職権）例＞  
 

【補正対象書類名】 明細書  

【補正対象項目名】 ０００２  

【補正方法】    変更  

【補正の内容】 

【０００２】  

以下、条約３４条補正の差替えページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

[０００８] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

[０００９] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

(2025.2) 

 

段落番号[０００８], 
[０００９]を示す 

案件によっては、文章の途中から始まる
（この場合段落番号[0007]の途中から） 

差替えページ番号（２ページ）を示す 
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